
私たちの投票用紙はどこへ？ 雨にも負けず、風にも負けず投票へ

　進学や就職などで県外等に引っ越して住
民票を移していない人は、旧住所地での投
票となりますが、引っ越し先が遠隔地など
の事情により旧住所地での投票ができない
場合は投票用紙等をとりよせて、最寄りの
選挙管理委員会で不在者投票ができます。
　指定病院や指定老人ホームなどに入院・入
所している人は、その施設で不在者投票が
できます。
　詳しくは、P10を御覧下さい。


